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第５回社会保障審議会企業年金部会 
平成２６年６月３０日 資料 ７ 



企業年金連絡協議会の概要 
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全国４５４会員の年金実務者が集う「企業年金団体」   
                       ＤＢ（確定給付企業年金）         ４１３ 会員  

                      ＤＣ（確定拠出金）                    ５ 会員 

                      厚生年金基金                  ３６ 会員 ／４５４ 会員 

                         ＊会員企業年金の加入者総数     ３１２ 万人 

                         ＊その他（個人会員・賛助会員など） ２０３ 会員 

活
動
目
的 

沿
 
革
 

活
動
内
容 

企業年金制度を将来に亘って持続させ、魅力ある制度として確実な給付を行ってい
くため、規模の大小や業界を問わず、企業年金に係る諸問題を取り上げ、「知りた
い」 ・「交流したい」・「発信したい 」という会員に情報提供や相互研鑚の場を提供し、
更に意見・要望・改善策を発信し、企業年金制度の健全な発展を目指す。 

・昭和48年  「東京地区単独連合厚生年金基金連絡会」として発足 
・平成9年   全国組織へ拡大、「単独連合厚生年金基金連絡協議会」に改称  
・平成14年  確定給付企業年金法施行に伴い「企業年金連絡協議会」に改称 

参加者の自発的活動に支えられた分野別専門委員会などの活動が中心 
・６つの専門委員会 ⇒ 年金財政会計、給付、受託者税制、資産運用、事務改善、ＩＴ 
・２つの制度別部会 ⇒ 厚生年金基金、ＤＣ    
・２つの地方委員会 ⇒ 中部地区（名古屋）、西日本地区（大阪）  
・ＣＲ委員会 ⇒ ホームページ運営、会報誌「きねんきょう」発行 



＞ⅰ．現行の企業年金制度の課題 

 

  ⅱ．私達が望む姿（選択肢の多様化） 

 

  ⅲ．３つの制度提言  
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現状認識 

○企業年金制度の実施率は低水準 

 ・企業年金の民間サラリーマン普及割合 ４２．８％ ※ ⇒ 厚年基金実質廃止で３０％台へ 

 ・退職給付制度が無い企業割合 ２４．５％ （厚労省H25年就労条件総合調査より） 

 ・退職給付制度がある企業の内、企業年金制度が無い企業割合 ５５．３％ （同上） 

○中小企業を中心に、実施率低下に拍車がかかる可能性大 

 ・厚生年金基金制度は、これまで中小企業にとって柱となってきた制度 

 ・適格退職年金廃止の際は、他の年金制度への移行実績 ３０％ （厚労省ＨＰより） 

○今後の老後所得に不安要素大 

 ・公的年金制度は、所得代替率５０％に向けて低下 

 ・公的年金以外の収入源にも、不安要素大 

  稼働所得 ⇒ 長寿化による退職後の長い老後期間  

  資産所得 ⇒ 低金利     
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・企業年金制度の実施率低下に拍車がかかる一方、老後所得における役割 
 期待は上昇している 

※企業年金制度の普及割合 42.8% 
             (H25年3末) 
  厚生年金基金    420万人 
  確定給付企業年金 796万人 
  確定拠出企業年金 270万人 
  (DB・DC併用率38.5%） 
  小計         1,486万人 
  民間サラリーマン  3,472万人 



課題① ＤＢ(確定給付企業年金)について 

○制度維持コスト 

 ・予定利率の引下げ、成熟度の高まり、受給者の長寿化、不足金等拠出負担の増加 

○退職給付会計から発生する差損益のボラティリティ 

 ・ボラタイルな資産運用環境、市場金利の変動に伴う退職給付債務の増減、即時認識 

○年金財政と母体業績サイクルの連動性 

 ・グローバル経済化による世界同時性、景気動向と資産運用環境との連動性 

 ・国内株式の投資収益率と母体の業績動向 

 ・為替相場と外貨建て資産の投資収益率および母体の輸出環境 

○積立不足への対応 

 ・不足金償却の為の特別掛金早期・弾力拠出に制約 
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・一昨年度当協議会が提言※①した「マイナスの運用収益を付利可能なＣＢ」 
 が法制化※②されるなど制度の多様化が図られてきたことは評価できるが、 
 ＤＢ制度を運営する企業にとって、取り巻く環境は依然厳しい 
  ※①社会保障審議会年金部会「厚生年金基金制度に関する専門委員会」平成24年12月10日 
   ②実績分配型ＣＢ制度の導入 平成25年6月19日法案成立 



課題② ＤＣ(企業型確定拠出年金)について 

○投資教育の有効性 

 ・投資教育の在り方 

 ・事業主、加入者双方の負担軽減を図る必要性 

○運用商品選択の適切さ 

 ・元本確保型等低利回り商品への過度な集中                 

○運用コストの水準 

 ・運用商品によっては、ＤＢ商品と比較して１％近く高い例あり 

○中小企業の企業年金制度実施率が低いことへの対応 

 ・中小企業にも導入しやすい簡便な制度の導入 
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・ＤＢ制度の運営においても最も難題といえる資産運用に関して、投資教育 
 を行うことにより、加入者個々人が自己責任の下、どの程度適切に行える 
 ものなのか未だ答えが見えない 



課題③ 老後所得確保への道のりの整備 

○現行のポータビリティについて 

 ・ＤＢおよび厚年基金で年金受給権発生前に退職・転職する場合、脱退一時金での受領 

 ・転職先のＤＢ規約に定めがあれば移換可能だが、実際はグループ会社間の利用に限られている 

 ・移換受け皿には企業年金連合会の通算制度が主となっているが、利用は伸びていない 

 ・企業型ＤＣからの企業年金連合会の通算制度への移換は認められていない 

○退職一時金の受け皿について 

 ・退職一時金制度のみの企業割合 ４９．７％ （厚労省H25年就労条件総合調査より） 

 ・転職時や引退時の退職一時金を老後所得の原資確保につなげる受け皿が少ない 

 ・退職一時金を低コストで年金化して受給する手段が限られている 

○退職給付制度のない従業員について 

 ・自営業の扱いを含め、国民全体の老後所得確保のための制度導入（例えば、日本版ＩＲＡ） 
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・退職給付制度のある従業員にとって、退職（又は転職）に伴い支給される 
 退職一時金やＤＢ制度での脱退一時金等を移換できる受け皿が限定的 
・退職給付制度のない従業員には、老後所得確保のための制度が必要 
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  ⅰ．現行の企業年金制度の課題 

 

＞ⅱ．私達が望む姿（選択肢の多様化） 

 

  ⅲ．３つの制度提言 



制度選択肢の多様化 

○現行制度は従業員、事業主のどちらか片方にリスク負担が集中 
 

 

 

 

 
 

○企業年金制度の普及・発展を図る上で重要と考える「６つの観点」 
 ・公的年金の補完的役割を意識した制度 

 ・唯一無二の制度を目指すのではなく、各企業の様々な事情を勘案して選択できるよう 

    制度選択肢の多様化を図る 

 ・従業員・事業主の両者で許容できるリスクシェアを図り、様々な環境変化にも維持・持続 

    可能な柔軟な制度 

 ・従業員個々人の多様なニーズ・ライフスタイル・価値観に、より応えることができる制度 

 ・制度提供企業・加入者数の規模に係わらず導入可能な制度 

 ・ガバナンスの効いた制度 9 

・従業員と事業主の間のリスクシェアを更に促進する方向に制度選択肢の 
 多様化を図り、企業年金制度の実施率向上につなげたい 

事業主 
にリスク 

従業員にリスク 

ＤＢ 

ＤＣ 

※英国においても同様の制度提言(ＤＡ)あり 
  ＤＡ：Defined Ambition 
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  ⅰ．現行の企業年金制度の課題 

 

  ⅱ．私達が望む姿（選択肢の多様化） 

 

＞ⅲ．３つの制度提言 



提言① 協働運用型ＤＣ制度の創設     
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・労使合意に基づく単一ポートフォリオで、ＤＢ用運用商品でも運用できるＤＣ 
・加入者には運用商品の選択の必要性がなく、提示されたプランで運用 
・年金制度、基礎的運用知識、老後生活設計に必要な知識等ライフプラン教 
 育を重視 

事
業
主
 

加
入
者
 

掛 金 拠 出 

意見を 
述べる 

意見を 
述べる 

制度説明
商品提示
投資教育 

 

  制度運営委員会（仮称） 
  ※所謂、トラスティの役割を担う 

 
・労使が意見を述べる場 
・運用商品を提示 
・運用商品のモニタリングを行う 
・制度説明と投資教育を責任を持っ 
 て実施（内容は従来のＤＣより変化 
 する） 
・受託者責任を負う 

 

外部専門家
の意見を活
用(受託者
責任を負う) 

運用 
報告 

監督 

運営管
理機関 
( Ｒ Ｋ ) 

コンサ
ルティ
ング会
社や投
信評価
会社 

 
 

資産管
理機関 
 
※ 
財産の
分別管
理を担
う 

 
 

商品提
供機関 
 
※ 
プラン
が選定
した運
用商品 

運用 
報告 

運用 
報告 

売買
指示 

売買 
指示 

プランの内容に同意し加入 



元本保証の仕組み 
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・協働運用型ＤＣに元本保証を組み合わせた制度 
・退職時個人勘定残高が拠出金元本を下回る場合は、事業主が差額を補填 
・ＤＣ制度内で補填を行う方法と退職一時金などＤＣ制度外で行う方法を想定 

《事例１》補填が発生しないケース 
    （退職時のＤＣ残高＞拠出金元本） 

《事例２》補填が発生するケース 
    （退職時のＤＣ残高＜拠出金元本） 

ＤＣ残高 

ＤＣ残高 

拠出金元本 

拠出金元本 

退職 

退職 

事
業
主
が
 

差
額
を
補
填
 

提言② 元本保証付協働運用型ＤＣ制度の創設     



提言③ 退職所得の「年金給付専用口座」の創設    

対象となる退職所得の場合 移換元 

ＤＢ 

基金型 
脱退一時金 

基金 
選択一時金 

規約型 
脱退一時金 

会社 
選択一時金 

ＤＣ 
企業型 脱退一時金 会社 

個人型 脱退一時金 国基連※ 

退職一時金 退職一時金 会社 

中小企業退職金共済 退職一時金 中退共 

特定退職金共済 退職一時金 特退共 
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・途中退職での脱退一時金等に限らず、退職で発生する全ての退職給付資 
 金の全部又は一部を受入れ、引退後に年金として支払う機能を持つ口座 
・運営はオール・ジャパンの受入れ口座を持つ第三者機関(仮称：退職年金 
 保管機構)が担当し、ナショナルセンターとしての機能も期待 
・従業員には年金給付の選択肢拡大、事業主には退職者の給付債務削減 
 ⇒加入者段階ではＤＢ・ＤＣ制度、待期者・受給者段階では当該口座で管理 

※国民年金基金連合会 

退職年金 
保管機構 
（仮称） 

年金給付 
専用口座 

ｵｰﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

受
給
者
 

年
金
給
付 

一
時
金
移
換 

    ※年金給付専用口座の種類 
・安定型（企業年金連合会の通算企業年金と同様の仕組み） 
・協働運用型ＤＣ（提言①）と同様の仕組み 
・個人型ＤＣと同様の仕組み 


